
 

様式Ｃ－１９ 

 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 
平成２５年５月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

研究成果の概要（和文）：本研究によって日本の開業医の報酬が欧米諸外国に比べ著しく高い水

準にあること、それに対して日本の勤務医の報酬は低い水準であることから報酬格差は、開業

医への転出の理由となっていることが示唆された。しかしその一方で、我が国の開業医は多額

の個人の負債をかかえて、単独、かつ重装備で開業せざるを得ない事情を考えれば、直ちに開

業医の診療報酬水準を下げるのではなく、むしろ勤務医の報酬水準は高める見直しと、それを

公平に分配する医師の人事考課制度構築が必要であるとの結論を得た。特に産科で増加が著し

い女性医師へのワーク・ライフ・バランス支援政策の必要性が浮き彫りとなり、発展的な研究

を進め、女性医師は、高い賃金を求める傾向よりは、子育て等の家庭との両立を求める傾向が

強く、託児室や病児保育の充実や時短勤務、フレックス制の導入、当直選択制のさらなる制度

促進が求められており、とりわけ産科を含めた外科系の診療科目においては、複数主治医（チ

ーム医療）と公正な人事評価制度の導入が労働と賃金のバランスが今後のマネジメントで重要

であると認められた。 

研究成果の概要（英文）：Because the reward of the Japanese medical doctor in hospital was 

a low standard, it was suggested for thing, it which were in the standard that the reward of 

the Japanese medical practitioner was remarkably higher in than Europe and America 

foreign countries by this study that it was with a reason of the transference to a medical 

practitioner as for the reward difference. However, on the other hand, the medical 

practitioner of our country had a large amount of personal debt, and, as for the reward 

standard of the medical doctor in hospital, the performance rating system construction of 

the doctor who distributed review and it to raise fairly got a necessary conclusion rather 

than lowering the medical treatment reward standard of the medical practitioner promptly 

alone if and I thought about the circumstances that I couldn't but open with heavy 

equipment. The need of the work life balance support policy to the woman doctor that 

increase was remarkable was highlighted in obstetrics in particular, and went ahead 

through the progressive study, and a tendency for the coexistence with home such as the 

child care was stronger than the tendency for a high wage, and enhancement and reduction 

of working hours duty of the day care room and illness child childcare, introduction of the 

flex system, the further system promotion of the duty choice system were demanded from 

the woman doctor, and it was admitted that labor and the balance of the wage were the 

future management, and the introduction of the plural number chief physician (team 

medical care) and a fair personnel evaluation system was important in the surgery 

specialities that, in particular, was able to include obstetrics. 
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１． 研究開始当初の背景 

 社会的な問題となっていた医師不足、中で
も産科医不足は深刻さを増していた。本代表
研究者は平成１９年度から２年間の科学研
究費補助金（基盤研究Ｃ）研究における病院
勤務医不足の対策を目的とした「開業動機の
解明による勤務医の退職防止マネジメント
の研究」によって、いわゆる「立ち去り型サ
ボタージュ」と呼ばれる病院勤務医の開業医
への転出が「もっと働きに応じた収入を得た
い」との不満から発生しているとの結果を得
ていた。このことから、この産科医不足の解
決策として、病院勤務医が感じる働きぶりの
応じた収入（賃金）の不満をいかに軽減する
かの賃金水準と労働のバランスを示すこと
の必要性が求められた。 

２．研究の目的 

 本研究はわが国の医師、特に不足が深刻化
する産科医対策として実施されつつある適
正な医師報酬について、医師が「仕事に見合
った賃金である」と納得感が得られる賃金水
準を示すことで、勤務医師がバーンアウト
（燃え尽きる）して安易に開業医へ転出する
ことなく、キャリアに応じて高い意欲を維持
し勤務できる各病院の人事制度のあり方を
示すと同時にその財源としての診療報酬政
策への提言を示すことを目的とした。 

３．研究の方法 

本研究の方法として、報酬に関しては、厚
生労働省、およびＯＥＣＤのデータの分析、
一方の労働に関しては、医師へのインタビュ
ー調査によって得られたテキストデータに
質的分析を加え、それを総合的に考察する方
法で行った。 
４．研究成果 
本研究によって、欧米との比較から日本の

病院勤務医の報酬水準が低いことが明らか
となった。その理由のひとつとして、欧米と
異なるわが国独自の医師のキャリア事情が
考えられる。欧米では、医学生、もしくは臨
床研修時など、比較的若い年齢で試験や適性
による総合医と専門医のキャリアコース別
けが制度として行われるのに対して、日本の
開業医の多くは、専門医と総合医の制度的な
コース選択を受けることなく、ほとんどすべ
ての医師が臓器別の専門医として養成され
たのち４０歳を過ぎて自営業となることで
開業医となる。そして、その多くの自営医が、

一般内科を標榜することで、実態として総合
医、家庭医、かかりつけ医と呼ばれるように
なる。この総合医養成の遅れは、従来の日本
独特の大学医局制度にその理由があると言
われ、これまで日本の医師は、各大学医学部
の医学分野の講座である医局と呼ばれる非
公式の組織に管理され、医局は教授を頂点と
し、研究、および昇格、異動などの人事と能
力開発や育成教育などを担ってき。したがっ
て、医師が米国のようにオープンなティーチ
ング・ホスピタル制の中から自らの意思でキ
ャリア・アップの場を選択し、選抜される労
働環境とは異なり、日本の医師は一旦医局に
所属すれば、自分でキャリアを選択すること
なく、限定された専門領域の医局の命令で関
連病院に派遣され、国立病院に勤務すれば国
家公務員、公立病院に勤務すれば地方公務員、
私立病院に勤務すれば法人職員、大学では研
究生や大学院生など、派遣先ごとに身分が曖
昧となり、よって自ら報酬水準を雇用先と交
渉する権利意識が薄れ、その結果、医師のプ
ロフェッショナルな労働市場は形成されず、
医局への強い従属意識によって報酬が低く
抑えられたのではないかと考えられる。 
それに対して、日本の総合医、すなわち開

業医の報酬は比較欧米４カ国より突出して
高い水準となっており、これが前述の医局制
度によって低く抑えられた病院専門勤務医
の金銭的インセンティブを刺激し、勤務医か
ら開業医への転出の原因のひとつとなって
いることは十分に示唆された。しかし、欧米
とのキャリアの比較から、直ちに日本の開業
医の報酬水準を下げるべきだとする政策は
早計ではないかと考える。その理由として、
日本の開業医の多くが、４０歳から４５歳で
第二の人生として自営開業する場合がほと
んどであるため、年功色の強い日本の報酬カ
ーブでは教育費など生活費がかかるこの世
代の報酬は世間相場として最も上昇しなけ
ればならない。したがって、職務給制度の下
で比較的世代間の報酬の偏りが尐なく、かつ、
幅広い世代に総合医が分散している欧米国
の平均報酬と比較すれば、平均年齢の高い日
本の開業医の報酬は高くならざるを得ない
と考える。また、日本の開業医は専門志向が
欧米より強いため、開業時の医療機器などが、
高度で重装備の設備投資となり、一般的に、
内科で開業する場合、医療機器設備のみで初



期費用として、レントゲンや心電計、エコー
や内視鏡など、３,０００万円程度必要とさ
れており、これに土地と建物の取得費用を加
えると１億円から１億５千万円の資金が必
要とされている。それに対して、欧米の総合
医は、いわゆるオフィス開業が一般的で、検
査や治療は、診療所では実施しないため、開
業時の設備費用は日本に比べきわめて小額
となる。また、日本の開業医が、自宅を併設
するため、多くのケースで土地の購入に伴い、
多額のローンを金融機関から借り入れて開
業するといわている。したがって、日本の開
業医の多くが、４５歳前後から１０年程度で
この開業に伴う借入れ元本の返済義務を負
っており、その返済費用を報酬水準から控除
すると、報酬水準は、必ずしも高額とは断言
できない。さらに、欧米の総合医の間では、
医師が相互に共同するグループ開業化が進
んでおり、事務や設備の共同化によってコス
ト低減効果と、勤務時間を補完しあうことで
加重労働を回避できる機能を持っている。こ
れに対して、日本では、単独開業の文化が根
強く、グループ開業は、最近、一部ショッピ
ングモールやビルテナントで散見さられる
ものの、普及が不十分で、また、内容的にも
単なる場所の集積で、特に勤務時間のローテ
ーションを組むまでには至っておらず、前述
の借入金返済の重圧と、職・住一体型の日常
的な緊張感によるストレスの見返り要求が、
これまで高い報酬を求める理由となってき
たと考える。 
以上の結果を踏まえて、以下のような提言

を行った。第一に、開業医の報酬を短期的に
下げる政策については、開業医の報酬が欧米
諸国より高水準であることを理由に、それを
短期的に大幅に下げると、考察で述べた高額
の開業初期費用を金融機関からの借入れで
賄う働き盛りの若手開業医の財務を直撃し、
経営破たんを促進させる危険が排除できな
い。また、すでに開業・廃業が均衡している
状態で、開業件数を全国一律、かつ短期的に
抑制すれば、医師が不足する地方開業医の高
齢化と新たな開業医不足によって僻地医療
の崩壊をさらに加速させる危険があり、開業
医報酬水準の抑制は診療科別、地域別にその
事情を十分に加味した慎重な対応が求めら
れる。特に、高い報酬にならざるを得ない理
由と考えられ、重複が著しく稼動率が低い開
業医の多額の医療機器への設備投資になん
らかの施策が優先され、欧米諸国のような初
期費用のかからないグループ・オフィス開業
を日本に普及させるべきと考える。 
第二に、勤務医の報酬を短期的に上げる政

策については、日本の勤務医の報酬水準は欧
米諸国に比べ低く、その水準アップは不可避
であるが、具体的な病院経営の賃金施策では、
さらに検討の余地があると考える。というの

も、2004 年の日医総研の研究報告によると、
日本の病院の人事制度は、いまだ年功主義が
強く、それは設立の古い伝統ある病院ほど強
い傾向があり、特に公立病院の年俸制は進ん
でいないとしている。また、人事考課も７７.
２％の病院で整備されておらず、医師が自ら
の労働を適正に評価する交渉の場がほとん
どない実態も明らかになっている。したがっ
て、政府の政策的な補助金や診療報酬での加
算による勤務医へのインセンティブ投資が、
このような硬直的な病院の人事制度を通過
する過程で、必要な医師に適切に配分されな
い危険があり、早急に医師の労働評価の仕組
みを整備する必要があると考える。そういっ
た意味で、現在、多くの病院で導入が進んで
いる病院版バランスト・スコアカード（BSC）
の人事評価への反映や、欧米で導入が進んで
いる、臨床指標や患者満足、IT 化の指標を測
って、成績のよいところに診療報酬上のボー
ナスを与える P4P（Pay for Performance：医
療の質に基づく支払い方式)制度の仕組みが
その参考モデルになると考える。 
 これらの研究を踏まえて、特に増加が著し
い女性医師のワーク・ライフ・バランス支援
策について以下の提言を行った。 
わが国では、深刻な医師不足と言われるな

か、その一翼を担う女性医師は、出産や育児
など家庭の事情により離職を余儀なくされ
ることや、女性医師が男性医師よりも労働環
境の务る病院から診療所へ早期に開業転出
する割合が高いことから、増加する女性医師
の生涯における労働力が男性医師より务る
ことを根拠に、国の必要医師数を性差の割合
予測によって調整がなされるなど、医師の労
働環境の問題を、女性医師の増加にその矛先
を摩り替える風潮がある。なかには、医学部
の女性入学者数を抑制するために入学試験
内容の変更を検討すべきだとする極端な発
言が一部の大学医学部関係者から公の場で
あったり、また、深刻な医師不足に悩む一部
医療機関の現場で、出産や育児中の女性医師
を特別に優遇する一過性で緊急避難的な離
職防止策によって、新たな負担を強いられた
男性医師から「単なるあまやかし」などと、
かえって職場の性差対立を増加させてしま
う問題が指摘されるなど、医療現場における
女性医師増加への対応には混乱が生じてい
る。このような現状に対して、2008 年時点、
日本の女性医師の割合は全医師の 18.1％で、
国際的にはその割合が最も低い国のひとつ
であるが、近年の急激な割合の増加を考慮す
れば、その対策は急務の課題と言えるだろう。
よって、医師不足の解消には、病院女性勤務
医にとって、結婚・出産・育児と医師のキャ
リアを両立可能なワーク・ライフ・バランス
の環境整備を支援する制度の早急な整備が、
わが国の医療の緊急な課題であると考える。



この課題に対して、一部の先進的な医療現場
で、男性医師も含めた医師のワーク・ライ
フ・バランスの環境整備に取り組み、効果を
あげている病院事例も散見されるが、特に、
多くの女性医師が、所得が高く多忙な男性医
師と結婚するため、収入に対するインセンテ
ィブが働きにくく、また、パートナーである
男性医師側も、自分の家事、育児の負担が増
えるので、強いて復職し常勤医となることを
妻である女性医師に求めないために、既婚の
女性医師が、非常勤医師やパート勤務を選ぶ
現実的な意識や行動に対して、医療界全体と
して魅力的な復職支援制度を提案できてい
るとは、とうてい言い難く、わが国全体の女
性医師の就業率のアップに繋がる有効なマ
ネジメント方法を早く開発しなければなら
ない。さらに、今回のレビューで女性医師の
教育・養成現場にも一層の改善が必要である
ことが解った。すなわち、多くの女性医学生
や女性研修医が、身近にワーク・ライフ・バ
ランスを上手にこなす、普通に手本となるロ
ール・モデルを求めているにもかかわらず、
その臨床教育における現実は、従来の男性医
師中心の教育環境の下で「医師たるもの、個
人的な娯楽や家庭の犠牲は当然であり、長時
間勤務した医師が、高い成果と地位を得られ
る」という古い勤労モデルから脱皮しきれず、
多くの中堅女性医師が、結婚、出産、キャリ
ア、家族のいずれかを諦めるか、あるいは、
超人的な努力で家庭と仕事を両立させるス
ーパー・ウーマンになるかの二者択一的な選
択を迫られる姿がある。これに将来の自分の
姿を重ねる若手女性医師らは、自身のワー
ク・ライフ・バランスを、低く見積もったパ
フォーマンスで均衡させる、すなわち、医師
としてのやりがいより、無難な診療専門科を
選ぶ傾向にある現状が浮き彫りなり、その点
において、女性医師のキャリア選択に大きな
影響を与える教育、養成現場の責任は重大で、
アメリカがそうであったように、まずは、ア
カデミックな大学医学部が医療職のワー
ク・ライフ・バランスの手本を示す必要があ
ることを示した。 
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